＜フリーランス・事業者間取引適正化等法の説明会開催について＞
今般、本法についてより理解を深めていただくため、下記のとおり、発注事業者及びフリーランス双方を対象としてオンライン説明会を開催いたします。
 
１．開催日時（オンライン開催）
令和７年11月26日（水）13:30～16:00
※アーカイブ配信は実施されない予定であり、説明会への多数のお申し込みが予想されることから、ご参加をご希望の場合におかれましては、お早めのお申し込みをお願いいたします。
 
２．申込方法等
下記リンク先の申込フォームからお申込みいただけます。
フリーランス法説明会・講師派遣 | 公正取引委員会
 
＜新設ページの公開について＞
前述の通り、本法が施行から１年を迎えたことから、弊省HPにおいて、新設ページ「フリーランス・事業者間取引適正化等法施行から１年を迎えました！」を公開いたしました。
当該ページでは、弊省所管である就業環境の整備関係のうち、特に違反の多い内容に絞った解説や指導等の事例、本法に関する相談先等をまとめております。
フリーランス・事業者間取引適正化等法施行から１年を迎えました！｜厚生労働省
 
＜フリーランス・トラブル110番＞
フリーランスと発注者等の取引上のトラブル等については、フリーランスの方が弁護士にワンストップで相談できる窓口（フリーランス・トラブル110番）を設置しております。
０１２０－５３２－１１０（通話無料/受付時間9：30～16：30（土日祝日を除く）
フリーランス・トラブル110番【厚生労働省委託事業・第二東京弁護士会運営】


